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(57)【要約】
【課題】　自車前方に存在する走行規制に対し注意を喚
起する「運転支援装置、運転支援方法および運転支援プ
ログラム」を提供する。
【解決手段】　本発明の運転支援装置は、自車Ｍが走行
している道路前方に存在する一時停止６０、６２に関す
る情報を配信装置３０からの無線により受信する受信手
段と、自車前方を撮像する撮像カメラと、撮像データに
基づき自車前方の視界の良否を判定する判定手段と、自
車前方の視界が不良であると判定されたとき、一時停止
が存在することを知らせる警報を提示する提示手段とを
有する。
【選択図】　図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
車外からの交通情報を利用して運転支援を行う運転支援装置であって、
　自車が走行している道路前方に存在する走行規制に関する交通情報を無線により受信す
る受信手段と、
　自車前方を撮像し、その撮像データを提供する撮像手段と、
　前記撮像データを画像処理し、その処理結果に基づき自車前方の視界の良否を判定する
判定手段と、
　前記判定手段により自車前方の視界が良くないと判定されたとき、前記受信した交通情
報に基づき警報を提示する提示手段と、
を有する運転支援装置。
【請求項２】
前記判定手段は、自車前方に撮像された物体の輪郭と背景とのコントラスト比が閾値未満
のとき、視界が不良であると判定する、請求項１に記載の運転支援装置。
【請求項３】
前記判定手段は、自車前方の視界を遮る障害物が存在するとき視界が不良であると判定す
る、請求項１に記載の運転支援装置。
【請求項４】
前記判定手段は、自車前方の標識または信号機を画像認識することができないとき、視界
が不良であると判定する、請求項１に記載の運転支援装置。
【請求項５】
前記判定手段は、自車前方の路面に表示された文字または図形を画像認識することができ
ないとき、視界が不良であると判定する、請求項１に記載の運転支援装置。
【請求項６】
運転支援装置はさらに、前記受信した交通情報と自車の走行状態に基づき自車が前記走行
規制を遵守することができるか否かを判定する遵守判定手段を含み、前記提示手段は、前
記遵守判定手段により自車が走行規制を遵守できると判定された場合であっても前記判定
手段により視界が不良であると判定された場合には、前記警報を提示する、請求項１ない
し５いずれか１つに記載の運転支援装置。
【請求項７】
前記交通情報は、自車が走行している道路前方に存在する一時停止に関する情報を含み、
前記提示手段は、一時停止が存在する警報を音声または画像にて提示する、請求項１ない
し５いずれか１つに記載の運転支援装置。
【請求項８】
前記交通情報は、自車が走行している道路前方に存在する信号機に関する情報を含み、前
記提示手段は、信号機の灯色状態を示す警報を画像により提示する、請求項１ないし５い
ずれか１つに記載の運転支援装置。
【請求項９】
前記警報は、灯色の残存時間を含む、請求項８に記載の運転支援装置。
【請求項１０】
前記灯色状態は、信号機が赤表示でありかつ右折可能な青矢印の情報を含む、請求項８に
記載の運転支援装置。
【請求項１１】
前記提示手段は、自車が右折レーンを走行しているとき、信号機が青色の灯色である警報
を提示する、請求項８に記載の運転支援装置。
【請求項１２】
車外からの交通情報を利用して運転支援を行う運転支援方法であって、
　自車が走行している道路前方に存在する走行規制に関する交通情報を無線により受信す
るステップと、
　自車前方を撮像した撮像データを画像処理し、その処理結果に基づき自車前方の視界の
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良否を判定するステップと、
　前記自車前方の視界が不良であると判定されたとき、前記受信した交通情報に基づき警
報を提示するステップと、
を有する運転支援方法。
【請求項１３】
運転支援方法はさらに、前記受信した交通情報と自車の走行状態に基づき自車が前記走行
規制を遵守することができるか否かを判定するステップを含み、前記提示するステップは
、自車が走行規制を遵守できると判定された場合であっても視界が不良であると判定され
た場合には、前記警報を提示する、請求項１２に記載の運転支援方法。
【請求項１４】
車外からの交通情報を利用して運転支援を行う運転支援装置が実行する運転支援プログラ
ムであって、
　自車が走行している道路前方に存在する走行規制に関する交通情報を無線により受信す
るステップと、
　自車前方を撮像した撮像データを画像処理し、その処理結果に基づき自車前方の視界の
良否を判定するステップと、
　前記自車前方の視界が良くないと判定されたとき、前記受信した交通情報に基づき警報
を提示するステップと、
を有する運転支援プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車外からの交通情報を利用して安全運転を支援するための運転支援装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　運転者にとって視認困難な位置にある自動車、二輪車、歩行者を、各種感知機により検
出し、検出された情報を、車載器に提供し運転者に注意を促すような安全運転支援システ
ムの研究が進められている。安全運転支援システムの一つに、赤外線を利用した双方向通
信が可能な光ビーコンにより交通情報を車載器に提供するＤＳＳＳ(driving safety supp
ort systems)がある。ＤＳＳＳは、渋滞情報提供サービスであるＶＩＣＳ（Vehicle Info
rmation Communication System）で使用される光ビーコンを利用するため、車載器のビー
コンユニットをそのまま活用することができ、また、通信距離が３．５ｍ程度と短いため
、車線ごとの個別の情報を提供することができる、という利点がある。
【０００３】
　このような運転支援に関して、例えば特許文献１は、車載カメラで停止線を認識できな
い場合でも、一時停止位置に関する車外情報を無線で取得し、車外情報に基づき運転者に
一時停止させるための情報を出力するものである。また、特許文献２は、車両の位置から
交差点手前の停止位置の限度位置までの距離を検出し、その距離と走行状態に基づき限度
位置での走行状態を予測することで現在の走行状態が適当か否かを判定し、判定結果を運
転者に警報を与えるものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－５３６８６号公報
【特許文献２】特開２００８－２６２４８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ＤＳＳＳのような運転支援システムを利用した車載器は、一時停止に関する情報を光ビ
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ーコンなどから受信した後、自車が前方の一時停止線で停止することができないと判断し
た場合に、運転者に対し減速等の警告を与える。しかし、次のように自車前方に視界不良
が存在する状況下では、運転者は、一時停止線を明瞭に認識することができず、一時停止
線の前で停止することができないおそれがある。
１）豪雨や暴風等の天候不良により自車前方の一時停止の標記を視認することができない
場合；
２）降雪などの路面上の障害物により、路面上の一時停止ラインを視認することができな
い場合；
３）自車前方に、車高の高い大型車等が存在するなどして、自車前方の一時停止の標識及
び一時停止ラインを視認することができない場合などである。
【０００６】
　さらに一時停止に関する情報以外にも、信号機に関する情報を受信したときにも前方の
視界が不良であると、受信したときの信号機の表示状況と実際に信号機を視認したときの
表示状況が相違してしまうことがあり、運転者にとって混乱し易い。さらに、右折専用レ
ーンで前の車に続いて進むときに前方の信号が見えないと、前の車が、右折専用の青矢印
の信号で進んでいるのか、通常の青信号で進んでいるのか運転者にはわからない。前の車
が青信号で右折している場合には、対向車が直進してくる恐れがあり、前車の動きに続い
て進むことは大変危険である。
【０００７】
　本発明は、上記従来の課題を解決し、自車前方に存在する走行規制に対し注意を喚起す
る運転支援装置、運転支援方法および運転支援プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る運転支援装置は、車外からの交通情報を利用して運転支援を行うものであ
って、自車が走行している道路前方に存在する走行規制に関する交通情報を無線により受
信する受信手段と、自車前方を撮像し、その撮像データを提供する撮像手段と、前記撮像
データを画像処理し、その処理結果に基づき自車前方の視界の良否を判定する判定手段と
、前記判定手段により自車前方の視界が良くないと判定されたとき、前記受信した交通情
報に基づき警報を提示する提示手段とを有する。
【０００９】
　好ましくは前記判定手段は、自車前方に撮像された物体の輪郭と背景とのコントラスト
比が閾値未満のとき、視界が不良であると判定する。好ましくは前記判定手段は、自車前
方の視界を遮る障害物が存在するとき視界が不良であると判定する。好ましくは前記判定
手段は、自車前方の標識または信号機を画像認識することができないとき、視界が不良で
あると判定する。好ましくは前記判定手段は、自車前方の路面に表示された文字または図
形を画像認識することができないとき、視界が不良であると判定する。好ましくは運転支
援装置はさらに、前記受信した交通情報と自車の走行状態に基づき自車が前記走行規制を
遵守することができるか否かを判定する遵守判定手段を含み、前記提示手段は、前記遵守
判定手段により自車が走行規制を遵守できると判定された場合であっても前記判定手段に
より視界が不良であると判定された場合には、前記警報を提示する。好ましくは前記交通
情報は、自車が走行している道路前方に存在する一時停止に関する情報を含み、前記提示
手段は、一時停止が存在する警報を音声または画像にて提示する。好ましくは前記交通情
報は、自車が走行している道路前方に存在する信号機に関する情報を含み、前記提示手段
は、信号機の灯色状態を示す警報を画像により提示する。好ましくは前記警報は、灯色の
残存時間を含む。好ましくは前記灯色状態は、信号機が赤表示でありかつ右折可能な青矢
印の情報を含む。好ましくは前記提示手段は、自車が右折レーンを走行しているとき、信
号機が青色の灯色である警報を提示する。
【００１０】
　本発明に係る運転支援方法は、車外からの交通情報を利用して運転支援を行うものであ
って、自車が走行している道路前方に存在する走行規制に関する交通情報を無線により受
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信するステップと、自車前方を撮像した撮像データを画像処理し、その処理結果に基づき
自車前方の視界の良否を判定するステップと、前記自車前方の視界が不良であると判定さ
れたとき、前記受信した交通情報に基づき警報を提示するステップとを有する。
【００１１】
　本発明に係る運転支援プログラムは、車外からの交通情報を利用して運転支援を行う運
転支援装置が実行するものであって、自車が走行している道路前方に存在する走行規制に
関する交通情報を無線により受信するステップと、自車前方を撮像した撮像データを画像
処理し、その処理結果に基づき自車前方の視界の良否を判定するステップと、前記自車前
方の視界が良くないと判定されたとき、前記受信した交通情報に基づき警報を提示するス
テップとを有する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、自車前方の視界が良くないと判定されたときに警報を提示するように
したので、運転者は、自車前方に存在する走行規制を対し注意を喚起され、安全運転を促
される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】ＤＳＳＳを利用した追突事故防止／信号見落とし防止の例を説明する図である。
【図２】ＤＳＳＳを利用した一時停止規制見落とし防止／出会い頭衝突事故防止の例を説
明する図である。
【図３】本発明の実施例に係る運転支援装置の構成を示すブロック図である。
【図４】撮像カメラの搭載例を示す平面図である。
【図５】制御部の機能的な構成を示す図ブロック図である。
【図６】本実施例の運転支援装置の動作を説明するフローチャートである。
【図７】視界の良否判定の例を示すフローチャートである。
【図８】一時停止に関する情報を受信したときの例を示す図である。
【図９】一時停止に関する情報を警告するときの表示例である。
【図１０】信号機に関する情報を受信したときの例を示す図である。
【図１１】信号機に関する情報を受信したときの例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。本実施の形態に係
る運転支援装置は、ＤＳＳＳを利用する。ＤＳＳＳは、信号情報サービス、規制情報サー
ビス、障害物検知情報利用サービス、および路面情報利用サービスを提供する安全運転支
援システムの一つである。ＤＳＳＳによるサービスを実現するために、配信装置から車載
器には、以下のような交通情報が提供される。
「システム情報」：年月日、サービス路線状態等から構成される。
「道路線形情報」：情報提供地点から対象、交差点、区間までの道路構造を表す。
「信号情報」：信号の予定秒数を表す。
「信号事象表現情報」：信号情報に対応した停止線位置を表す。
「規制情報」：規制内容、対象期間を表す。
「障害物検知情報」：障害物検知情報に対応した範囲を表す。
「障害物検知事象表現情報」：障害物のセンサー検知状態を表す。
「路面情報」：路面状態を表す。
「路面事象表現情報」：路面情報に対応した範囲を表す。
【００１５】
　図１は、ＤＳＳＳを利用した追突事故防止／信号見落とし防止を説明する図である。図
の例では、信号機１０が設置されている交差点に向けて自車Ｍが走行している例を示して
いる。信号機１０は、現在の表示状況に関する信号現示情報を配信装置３０へ提供する。
路側に設置された撮像カメラ２０は、交差点を撮像し、交差点に渋滞が発生したとき渋滞
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末尾の車両Ｐの位置を含む渋滞末尾情報を配信装置３０へ提供する。
【００１６】
　配信装置３０は、そこを通過する自車Ｍに対し信号現示情報や渋滞末尾情報を光ビーコ
ンを介して送信する。また、配信装置３０は、交差点までの道路形状に関する道路線形情
報も配信することができる。自車Ｍの車載器は、受信した交通情報に解読し、渋滞末尾の
車両Ｐに衝突すると判断した場合には、減速を警告したり、赤信号であるにもかかわらず
交差点の停止線で止まれない判断した場合には、減速を警告する。典型的に、運転者が自
車Ｍを減速行動していれば、警告を発しない。
【００１７】
　図２は、ＤＳＳＳを利用した一時停止規制見落とし防止／出会い頭衝突防止を説明する
図である。図の例では、優先道路４０と非優先道路５０が交差し、非優先道路５０には、
一時停止の標識６０と一時停止線６２が設けられ、他車Ｐ１が優先道路４０を走行し、自
車Ｍが非優先道路５０を走行し、両車両が交差点に接近している状態を示している。
【００１８】
　配信装置３０は、非優先道路５０を走行している自車Ｍに対して、一時停止線に関する
情報を配信する。自車Ｍの車載器は、受信した情報から前方に一時停止線が存在すること
を解読し、自車Ｍの走行状態等から一時停止線で止まれないと判断した場合には、減速を
警告する。典型的に運転者が減速行動中であれば、警告をしない。
【００１９】
　また、路側の撮像カメラ２０は、交差点近傍を撮像し、非優先道路５０を走行している
自車Ｍに関する車両情報を配信装置３０に提供する。配信装置３０は、優先道路４０を走
行している他車Ｐ１に、自車Ｍに関する車両情報を提供し、他車Ｐ１の車載器は、その情
報を解読し非優先道路５０の自車Ｍと遭遇すると判断した場合には、減速を警告する。典
型的に運転者が減速行動中であれば、警告をしない。
【実施例】
【００２０】
　以下、本発明の実施例に係る、ＤＳＳＳを利用した運転支援装置について説明する。図
３は、本実施例に係る運転支援装置の構成を示すブロック図である。本実施例に係る運転
支援装置１００は、外部からの交通情報を取得する交通情報取得部１１０と、少なくとも
自車の前方を撮像する撮像カメラ１２０と、自車の走行状態に関する情報を取得する車両
状態取得部１３０と、
ユーザーからの入力を受け取る入力部１４０と、自車位置周辺の道路地図等を案内するナ
ビゲーション部１５０と、種々の情報を格納する記憶部１６０と、ディスプレイに画像情
報を表示させる画像出力部１７０と、スピーカーから音声情報を出力させる音声出力部１
８０と、各部を制御する制御部１９０とを含んで構成される。
【００２１】
　交通情報取得部１１０は、ＤＳＳＳから配信される交通情報を光ビーコンを介して受信
する。交通情報取得部１１０は、ＤＳＳＳに加えて、ＶＩＣＳやその他の交通情報を無線
により取得する機能を備えていてもよい。
【００２２】
　撮像カメラ１２０は、例えばＣＣＤやＣＭＯＳイメージセンサを用いて構成される。撮
像カメラ１２０は、図４に示すように、自車前部の車幅方向の中央部に取り付けられ、自
車前方の路面状態、標識、看板、信号機、ビルディング、前方車両等を撮像する。撮像カ
メラ１２０の水平方向の画角θは、使用されるレンズによって適宜選択される。撮像カメ
ラ１２０によって撮像された撮像データは、制御部１９０へ提供され、そこで画像処理さ
れる。
【００２３】
　車両状態取得部１３０は、自車の走行状態に関する情報を取得する。走行状態に関する
情報として、ＧＰＳ受信機などによる自車位置情報、自立航法センサーによる走行情報、
車速センサーからの速度情報、ブレーキのオン、オフ情報、ウインカー情報などである。
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入力部１４０は、ユーザーからの入力を、マウス、キーボード、音声入力、タッチパネル
等を介して受け取り、これを制御部１９０へ伝える。
【００２４】
　ナビゲーション部１５０は、車両状態取得部１３０で取得された自車位置情報に基づき
自車位置を道路地図上にマッピングさせて地図案内をしたり、目的地までの誘導経路を案
内する。記憶部１６０は、ナビゲーション部１５０に必要とされる道路地図情報を記憶し
たり、制御部１９０が実行するプログラムデータなどを記憶する。
【００２５】
　画像出力部１７０は、ナビゲーション部１５０が実行されたときにディスプレイ上に道
路地図を表示させたり、交通情報を受信したときに警報などを表示させる。音声出力部１
８０は、ナビゲーション部１５０が実行されたときに音声案内をスピーカーから出力させ
たり、交通情報を受信したときに警報などを出力させる。
【００２６】
　制御部１９０は、例えば、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、画像処理プロ
セッサなどを用いて構成され、ＲＯＭやＲＡＭに格納されたプログラムを実行して運転支
援動作を行うことができる。但し、制御部１９０は、ソフトウエア、ハードウエア、ある
いはソフトウエアとハードウエアの組合せによって実現されるようにしてもよい。
【００２７】
　次に、本実施例の制御部１９０の機能ブロックを図５に示す。同図に示すように、制御
部１９０は、交通情報取得部１１０で取得された交通情報を解析する交通情報解析部２０
０を有する。ＤＳＳＳから配信される交通情報は、自車が走行している道路の前方に存在
する一時停止規制、信号機の現示表示、渋滞などの走行規制に関する情報を含んでいる。
交通情報解析部２００は、受信した交通情報から、規制の種別、規制対象までの位置、規
制の内容などを解析する。
【００２８】
　画像処理部２１０は、撮像カメラ１２０によって撮像された自車前方の撮像データを受
け取り、撮像データの歪み補正処理、撮像データに撮像された物体のエッジ（輪郭）検出
処理などの画像処理を行う。このエッジ処理によって、自車前方にある、道路、標識、看
板、信号機、ビルディング、前方車両などの輪郭情報が抽出される。
【００２９】
　前方視界判定部２２０は、画像処理部２１０で処理された画像データから、自車前方の
視界の良否を判定する。視界の良否の判定は、例えば、抽出された物体のエッジと背景と
のコントラスト比または明暗比を用い、それらの比が閾値以上であれば、視界が良好であ
ると判定し、閾値未満であれば、視界が不良であると判定する。この際、撮像されたすべ
ての物体または一定数の物体について上記の判定を行い、過半数以上の物体のコントラス
ト比または明暗比が閾値以上であれば、視界が良好であると判定するようにしてもよい。
【００３０】
　さらに前方視界判定部２２０は、撮像された特定の物体が画像認識することができるか
否かを判定基準に用いることもできる。この場合、画像認識の対象となる物体の輪郭を識
別するための参照データを記憶部１６０に格納しておき、参照データと画像処理によって
抽出された物体のエッジ情報とのマッチングを行う。好ましくは、走行規制に関連する物
体、例えば、一時停止を表す標識、信号機、路面上に記載された「止まれ」の文字や停止
線などの画像認識が行われる。もし、マッチングしたならば、視界は良好と判定し、マッ
チングしなければ視界が不良と判定する。
【００３１】
　このような視界の判定を行うことにより、例えば、豪雨や暴風等の天候不良により自車
前方の標識や信号機などを明瞭に認識することができないとき、降雪などの路面上の障害
物により、路面上の一時停止ラインを明瞭に認識することができないとき、視界が不良と
判定される。
【００３２】
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　さらに前方視界判定部２２０は、自車前方に一定以上の高さを有する物体が撮像された
とき、自車前方の視界が遮られるため、視界が不良であると判定する。例えば、自車前方
にバスやトラックなどの大型車が存在しているとき、自車前方の標識や信号機を見ること
ができなくなるので、このような場合、視界が不良であると判定される。好ましくは、画
像処理部２１０および前方視界判定部２２０は、交通情報解析部２００によって交通情報
が解析されたことに応答して動作することができる。
【００３３】
　遵守判定部２３０は、交通情報から自車前方に走行規制があることが解析されたとき、
自車の走行状態や走行規制までの距離などから自車が走行規制を遵守することができるか
否かを判定する。例えば、一時停止線を越えずに停止することができないとき、赤信号の
残り時間内に交差点に到達するとき、規制を遵守することができないことになる。警報作
成部２４０は、前方視界判定部２２０により自車前方の視界が不良と判定されたとき、ま
たは遵守判定部２３０により走行規制を遵守することができないと判定されたとき、運転
者に注意を喚起するための警報を作成する。
【００３４】
　次に、本実施例の運転支援装置の動作を図６のフローチャートを参照して説明する。自
車の走行開始に伴いナビゲーション部１５０が動作される（ステップＳ１０１）。ナビゲ
ーション部１５０は、ＧＰＳ受信機や自立航法センサーから自車位置情報を受け取り、画
像出力部１７０は、ディスプレイに自車位置周辺の道路地図や合成された自車位置マーク
を表示する。また、目的地が設定されていれば、目的地までの誘導経路も合成して表示す
る。
【００３５】
　交通情報取得部１１０は、ＤＳＳＳからの交通情報が受信されたか否かを監視し（ステ
ップＳ１０２）、交通情報が受信されると、それが交通情報解析部２００によって解析さ
れる（ステップＳ１０３）。この解析により、自車前方に存在する走行規制の種別、位置
および内容が抽出される（ステップＳ１０４）。
【００３６】
　次に、前方視界判定部２２０は、自車前方の視界の良否を判定する（ステップＳ１０５
）。前方視界判定部２２０によって視界が不良と判定された場合には（ステップＳ１０６
）、警報作成部２４０は、交通情報解析部２００によって抽出された走行規制の種別、位
置および内容に基づき自車前方に走行規制が存在することを知らせるための警報を作成し
、この警報が提示される（ステップＳ１０７）。提示方法として、画像出力部１７０は、
ディスプレイ上に表示されている道路地図上に警報画面を合成して表示したり、音声出力
部１８０は、音声によりその旨の警報を報知することができる。例えば、「これより前方
１００メートル先に一時停止が存在します」などの警報を提示する。警報の提示は、一定
時間、または断続的に行われても良い。
【００３７】
　次に、遵守判定部２３０は、自車の走行状態および走行規制までの距離などから、自車
が走行規制を遵守できるか否かを判定する（ステップＳ１０８）。遵守することができな
いと判定した場合には、警報作成部２４０は、減速等を促す警告を作成し、これが提示さ
れる（ステップＳ１０９）。提示の方法は、ディスプレイに警報を表示したり、あるいは
音声にて警報を報知する。他方、規制を遵守することができると判定された場合には、警
告の提示は行われない。
【００３８】
　このように自車前方の視界が不良と判定された場合には、走行規制を遵守できるか否か
を問わず、必ず、自車前方に存在する走行規制に関する警報が提示されるため、たとえ運
転者が前方の走行規制を明瞭に認識することができないような状況であっても、注意が喚
起され安全運転を強いられる。
【００３９】
　次に、交通情報から抽出された走行規制に関連する物体を画像認識することで視界の良
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否判定を行う好ましい例を図７のフローチャートを参照して説明する。ＤＳＳＳによる交
通情報が受信されると（ステップＳ２０１）、交通情報解析部２００によって自車前方に
存在する走行規制（例えば、一時停止や信号機など）までの距離が抽出される。この距離
をＬａとする。他方、撮像データを利用した画像認識は、撮像カメラ１２０によって目的
物を十分に撮像できる位置に到達したときに行うことが望ましい。つまり、目的物までの
距離が遠すぎると、それが原因で視界不良となるおそれがある。ここでは、撮像データか
ら画像認識を十分に行うことができる距離をＬｂとする（ステップＳ２０２）。
【００４０】
　前方視界判定部２２０は、Ｌａ＞Ｌｂのとき（ステップＳ２０３）、画像認識をするに
は遠すぎると判定し未だ画像認識による視界判定を行わず、自車がさらに走行規制に接近
するのを待つ（ステップＳ２０４）。Ｌａ＝Ｌｂに到達したとき（ステップＳ２０５）、
前方視界判定部２２０は、距離Ｌｂで撮像された撮像データに基づき走行規制の標識や信
号機などの画像認識を行う（ステップＳ２０６）。前方視界判定部２２０は、目標物を画
像認識することができたとき（ステップＳ２０７）、視界が良好であると判定し（ステッ
プＳ２０８）、認識することができないとき、視界が不良であると判定する（ステップＳ
２０９）。
【００４１】
　なお、上記の視界の判定は、走行規制の位置近傍にある標識等の目標物を画像認識する
場合に用いられるものであり、それ以外の目標物について画像認識をする場合には、図７
のフローによらず、交通情報を受信した直後の撮像データを画像認識し視界の良否判定を
することができる。
【００４２】
　次に、具体的な例を参照して説明する。図８は、交通情報として一時停止に関する情報
を受信した例を示している。時間Ｔ１において、自車Ｍは、配信装置３０から交通情報を
受け取り、その情報を解析する。時間Ｔ２において、交通情報を受け取ったことに応答し
て視界の良否を判定し、その結果、視界が不良であると判定したと仮定する。時間Ｔ３に
おいて、視界が不良であると判定されたことに応答して、前方に一時停止の規制が存在す
ることを知らせる警報を提示する。図９は、ディスプレイの道路画面３００に、警報３１
０が表示された例を示している。そして、時間Ｔ４において、一時停止線６２で自車が停
止することができないと判定されると、減速等を促す警報が提示される。
【００４３】
　図１０は、交通情報として信号機に関する情報を受信した例を示している。自車Ｍは、
配信装置３０から前方に存在する信号機１０に関する情報を受信する。前方視界判定部２
２０は、自車から信号機を見ることができる距離に到達したとき、当該距離に基づき信号
機１０の高さまたは信号機１０が見える方向を算出し、自車Ｍと信号機１０が見える方向
との間に車両が撮像されているか否かを判定する。図１０（ａ）に示すように、信号機１
０を視認するのに障害となる車両Ｐ１が存在するとき、視界が不良と判定され、自車Ｍの
ディスプレイ３００には、信号機１０の灯色情報と残秒（図の例では、赤信号で残り２０
秒）の警報３１０が表示される。他方、図１０（ｂ）に示すように、障害となるような車
両が存在しないとき、視界は良好と判定され、警報はディスプレイに表示されないが、運
転者は、信号機１０を見ることができるので、通常通り、前方確認の義務を履行する。
【００４４】
　図１１は、交通情報として信号機に関する情報を受信したときの他の例を示している。
自車Ｍが信号機に関する情報を受信し、自車前方に信号機を見るのに障害となる車両Ｐ１
が存在するとき、視界が不良と判定される。そして、自車Ｍのディスプレイ３００には、
信号機の灯色情報と右折可能な青矢が点灯しているか否かの警報３１０が表示される。図
（ａ）の例では、青信号の灯色情報が示されている。通常、青信号は警告の対象にならな
いが、信号機の灯色表示パターンが青矢を含む場合で、かつ自車が右折レーンを通過する
時、警告の対象とする。なお、信号機が赤信号で青矢のときにも、図（ｂ）に示すような
警報３１０がディスプレイ３００の画面上に表示される。
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【００４５】
　前方車両Ｐ１は、信号機１０の灯色および対向車Ｐ２を確認して右折するが、自車Ｍの
運転者は、青矢になったと思い込んで前方車両Ｐ１に続いて右折することなく、対向車Ｐ
２を確認してから右折するように注意を喚起される。
【００４６】
　上記実施例では、自車が走行する前方に存在する一時停止や信号機などの走行規制に関
する情報を受信し、かつ視界が不良と判定されたときに、警報を提示するようにしたが、
例えば、自車と走行規制との間に脇道が存在し、その脇道を走行するような誘導経路が引
かれている場合には、自車は走行規制を通らないので、警告を提示しないようにしてもよ
い。
【００４７】
　以上、本発明の好ましい実施の形態について詳述したが、本発明は、特定の実施形態に
限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、
種々の変形・変更が可能である。上記実施例は、車載表示装置としての例を示したが、車
載表示装置は、ナビゲーション装置、オーディオ・ビデオ装置と一体化されたシステム内
に含まれるものであってもよい。
【符号の説明】
【００４８】
１０：信号機　　　　　　　　　　　　２０：路側機側の撮像カメラ
３０：配信装置　　　　　　　　　　　４０：優先道路
５０：非優先道路　　　　　　　　　　６０：一時低の標識
６２：一時停止のライン　　　　　　１００：運転支援装置
１１０：交通情報取得部　　　　　　１２０：撮像カメラ
１３０：車両状態取得部　　　　　　１４０：入力部
１５０：ナビゲーション部　　　　　１６０：記憶部
１７０：画像出力部　　　　　　　　１８０：音声出力部
１９０：制御部　　　　　　　　　　２００：交通情報解析部
２１０：画像処理部　　　　　　　　２２０：前方視界判定部
２３０：遵守判定部　　　　　　　　２４０：警報作成部
３００：ディスプレイ画面　　　　　３１０：警報
Ｍ：自車
Ｐ：渋滞末尾車両
Ｐ１、Ｐ２：車両
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